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平

　
山

洋

は

じ

め

に

朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
政
策
に
関
し
て
は
、

す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
で
は
、

中
濃
教
特
氏
の

「朝
鮮

『
皇
民
化
』
政
策
と
宗
教
」
が
先
駆
で
あ
る
。

そ
こ
で
氏
は
、

総
害
府
が
制
定
し
た

「寺
利
令
」
や

「布
教

規
則
」
に
よ
る
仏
教

。
キ
リ
ス
ト
教
統
制
の
実
例
を
紹
介
し
、

《
布
教
伝
道
は
必
然
的
に

「是
民
化
」
政
策
の
下
う
け
》

で
あ

っ
た
、

と
し
て
い
る
。

時
期
を

一
九
二
〇
年
代
に
限
定
し
た
姜
束
鎮
氏
の

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
政
策
史
研
究
』
も
、

総
督
府
当
局
が

《各
家

教
団
体
を
「
日
本
人
有
力
者
」
な
い
し
「
民
間
人
有
力
者
」
を
し
て
操
縦
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

御
用
化
》
し
よ
う
と
し
た
、

Ｌ
指

摘
し
て
い
る
。

内
容
的
に
は
中
洪
氏
と
同
じ
見
解
で
あ
る
。

ま
た
、

宗
教
者
を
中
心
的
に
扱

っ
た
研
究
と
し
て
は
、

日
本
キ
リ
ス
ト

教
の
朝
鮮
支
配
へ
の
加
担
を
明
ら
か
に
し
た
飯
沼
二
郎
氏
の

「
三

・
一
万
歳
事
件
と
日
本
組
合
教
会
ギ

知
ら
れ
ざ

る
日
本
人
伝
通
　
ヱ

（５
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷

者
た
ち
を
発
掘
し
た
飯
沼
二
郎

・
韓
督
暖
両
氏
の

『
日
本
帝
国
主
義
下
の
朝
鮮
伝
道
』
な
ど
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
細
か
い
事
実
関
係
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を
追
う
こ
と
に
よ

っ
て
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
け
る
宗
教
政
策
は
多
く
の
場
合

「阜
民
化
」

「御
用
化
」
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
が
、

周
到
な
調
査
と
締
密
な
立
論
に
お
い
て
、

韓
哲
晴
氏
の
労
作

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
」
を
凌
ぐ
も
の
は
現
　
妙

れ
て
い
な
い
。

同
書
は
、

広
範
囲
に
わ
た
る
資
料
収
集
を
も
と
に
し
て
、

朝
鮮
総
密
府
の
宗
教
政
策
と
内
地
人
布
教
者
の
そ
れ

へ
の

協
力
、

さ
ら
に
朝
鮮
人
宗
教
者
た
ち
に
よ
る
支
配

へ
の
抵
抗
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
摘
き
出
し
て
い
る
。

だ
が
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
が
、

内
地
の
宗
教
団
体
に
よ
る
朝
鮮
人
の

「皇
民
化
」
や
当
局
に
よ
る
宗
教
団
体
の

「御
用
化
」
と
い

っ
た
布
教
や
政
策
の
実
際
両
の
追
究
を
重
要
祝
し
た
た
め
に
、　

よ
り
広
い
視
野
を
も

っ
て
の
、
「朝
鮮
と
内
地
の
宗
教
政
策
は
い
か

な
る
関
係
に
あ

っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
十
分
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

本
論
は
、

も
と
よ
り
従
来
の
研

究
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
こ
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
こ
の
両
者
の
関
係
を
検
証
す
る
た
め
に
、

ま
ず

一
と

二
に
お
い
て
三

・
一
運
動
以
前
と
以
後
の
朝
鮮
総
魯
府
の
宗
教
政
策
を
内
地
法
令
と
の
影
響
関
係
に
注
日
し
て
概
説
し
、

さ
ら
に
三

で
は
、

朝
鮮
の

「改
正
布
教
規
則
」
と
内
地
の

「宗
教
団
体
法
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
、

最
後
に
そ
の
こ
と
の
も

つ
意
味
を
明
ら

か
に
し
た
い
と
思
う
。

一

「
三

・
一
運
動
」
以
前

の
宗
教
政
策

一
九

一
〇
年
の

「韓
国
併
合
」
と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
朝
鮮
総
督
府
は
、

支
配
当
初
か
ら
民
心
の
峡
柔
の
た
め
に
宗
教
政
策
を
重

要
祝
し
た
。　

そ
の
方
向
性
は
、　

内
地
で
公
認
さ
れ
た
宗
教
に
布
教
の
便
宜
を
与
え
、

朝
鮮
在
地
の
宗
教
を
抑
制
な
い
し
は

「御
用

化
」
す
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
で
間
接
的
に
日
本
の
文
化
が
広
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

広
い
意
味
で
朝
鮮
人
の

「阜
民

化
」
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。　

そ
の
基
本
法
規
は
、　

一
五
年
ま
で
は
、

韓
国
統
監
府
が
定
め
た

「宗
教
ノ
宜
布

二
関
ス
ル
規
則
」
、

以
後
は

「布
教
規
則
」
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
朝
鮮
仏
教
の
統
制
の
た
め

一
一
年
に

「寺
利
令
」
が
発
布
さ
れ
た
。

以
下
そ
れ
ら
の
法

規
を
時
代
順
に
説
明
し
た
い
。

一
九
〇
六
年

一
一
月
の

「宗
教
ノ
立
布

二
関
ス
ル
規
則
」

（統
監
府
令
第
四
五
号
）
は
、

韓
国
で
活
動
し
て
い
た

《
神
道
仏
教
其
ノ

他
宗
教

二
属

ス
ル
教
宗
派
》
の
日
本
人
布
教
者
を
対
象
に
し
て
出
さ
れ
た
。

そ
の
第

一
・
二
条
は
、

内
地
宗
教
の
管
長
等
が
選
定
し

た
各
教
宗
派
の
布
教
管
理
者
を
離
国
統
監
が
認
可
し
監
督
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、

第
三
条
Ｒ
布
教
の
方
法
や
宗
教
施

設
の
設
立
に
つ
い
て
の
統
監
の
認
可
権
を
定
め
て
い
る
。

さ

ら

に
第
四
条
に
は
、

《
教
宗
派
ノ
管
理
者
又

ハ
第
二
条
ノ
布
教
者
共
ノ

他
帝
国
臣
民

ニ
シ
テ
韓
田
寺
院
ノ
管
理
ノ
委
嘱

二
応

セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
…
…
統
監
ノ
認
可
フ
受
ク
ヘ
シ
》
と
あ

っ
て
、

日
本
人
布

教
者
に
よ
る
い
国
寺
院
の
管
理
を
統
監
が
認
可
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
寺
院
を
管
理
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
朝
鮮
仏

教
を
日
本
化
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ヨ
本
教
ノ
宣
布

二
関
ス
ル
規
則
」
は
、

統
監
に
よ
る
日
本
人
布
教
者
の
監
督
を
可
能
と
し
た
が
、

併
合
以
前
か
ら
生
教

活
動
を
行

っ
て
い
た
政
米
人
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
者
や
朝
鮮
人
の
宗
教
者
は
適
用
対
象
外
で
あ

っ
た
。

併
合
後
も
有
効
で
あ

っ
た
こ

の
規
則
の
欠
陥
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
の
が

「寺
利
令
」
（制
今
第
七
号
）
と

「‐布
教
規
則
」
（総
督
府
今
第
△
二
号
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
規
を
定
め
た
の
は
、

併
合
か
ら
三

・
一
運
動
の
と
き
ま
で
一
貫
し
て
朝
鮮
総
督
府
政
務
総
監
の
地
位
に
あ

っ
た
山
県

伊
三
郎
で
あ

っ
た
。

《
総
督
府
設
置
の
初
め
、

公

〔出
県
…
…
平
山
註
〕
は
仏
教
の
任
学
及
び
他
の
宗
教
団
体

（
基
督
教
等
）
と
共
に
之

を
度
外
に
附
す
べ
か
ら
ざ
る
を
察
し
、

民
衆
信
仰
の
団
体
と
し
て
、

之
を
公
認
す
る
の
必
要
を
認
め
、

寺
内
総
答
の
裁
決
を
経
、

明

治
四
十
四
年

（
一
九
一
５

九
月
、

寺
利
令
を
実
施
し
、　

断
然
、　

韓
国
時
代
の
制
限
圧
迫
よ
り
之
を
解
放
し
、　

布
教
の
自
由
を
得
せ

し
め
た
崎
）
と
出
県
の
伝
記
は
述
べ
て
い
る
が
、

実
際
の

「寺
利
令
」
の
内
容
は
、
「自
由
」
を
制
限
す
る
よ
う
な
条
項
ば

か
り

で

あ
る
。

ま
ず
第

一
条
で
寺
利

（朝
鮮
仏
教
の
寺
院
）
の
併
合

・
移
転

・
廃
止
に
つ
い
て
の
、

総
言
に
よ
る
許
可
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。　

つ
ま

り
原
則
と
し
て
新
た
に
定
立
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
三
条
で
は

《
寺
利
ノ
本
末
関
係
、

僧
規
、

法
式
共
ノ

他
必
要
ナ
ル
寺
法
》
の
総
督
認
可
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
条
文
中
の
本
末
制
度
や
寺
法
の
認
可
制
は
従
来
の
朝
鮮
仏
教
に
は

一 ― ―    ~
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な
く
、　
日
本
仏
教
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

《寺
利
令
に
於
て
は
内
地
の
本
末
寺
制
度
に
倣
ひ
、　

全
鮮
に
於
け
る
首
利
三

十
を
本
山
と
し

（後
に
至
り
一
本
山
を
加
へ
三
十
一
本
山
ン
云
し
た
）
爾
余
の
寺
利
は
其
の
創
立
の
由
緒
、

寺
統
付
援
の
関
係
等
を
参
酌

（
‐２
）

し
て
、　

夫
々
一
定
の
本
―――
の
末
寺
と
し
て
付
属
し
、　

共
の
統
時
を
受
く
る
様
に
し
た
》
。

ま
た
、　

一
見
本
寺
が
自
主
的
に
制
定
で
き

（
‐３
）

る
か
に
見
え
る

「寺
法
」
も
、

実
際
は
総
督
府
側
の
中
案
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、

同
時
に
出
さ
れ
た

「寺
利
令
施

行
規
則
」
第
二
条
に
よ
れ
ば
、

本
―――
の
任
持
は
結
督
か
ら
、

末
寺
の
任
持
は
地
方
長
官
か
ら
認
可
さ
れ
な
け
れ
ば
職
に
就
け
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、

事
実
上
住
持
は
総
督
や
地
方
長
官
に
よ
る
任
命
制
を
と

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
に
対
し
て
、
「寺
利
令
」

は
寺
利
の
権
利
を
奪

っ
て
僧
侶
を
撲
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、　

と
い
う
危
快

の
念
を
抱
い
た
僧
侶
た
ち
に
よ
る
反
対
運
動
が
起
こ
っ
た
。

ま
た

一
方
で
こ
の
機
会
に
朝
鮮
寺
利
を
合
併
し
よ
う
と
す
る
日
本
仏
教

の
野
心
家
の
介
入
で
、

新
た
に
内
地
の
寺
院
と
本
末
関
係
を
結
ぶ
寺
利
が
続
出
し
た
。

だ
が
こ
う
し
た
混
乱
状
態
も
、

《
当
局
が
…
…

軽
挙
妄
動
を
戒
め
た
結
果
》
短
期
間
に
収
束
し
た
の
だ

っ
た
。　

一
九

一
二
年
に
は
ソ
ウ
ル
に

「
三
十
本
山
住
持
会
談
所
」
を
設
け
、

共
同
し
て
覚
阜
寺

（布
教
所
）
を
姓
立
し
て
布
教
に
備
え
た
。

ま
た
、　

一
五
年

に
は
当
局
の
主
導
の
も
と
に

「
三
十
本
山
連
合
制
規
」

を
制
定
し
、

さ
ら
に
新
た
に

「中
央
学
林
」
を
設
立
し
て
僧
侶
養
成
に
話
手
し
た
。

こ
う
し
て
朝
鮮
の
寺
利
約
千
三
百
は
、

総
督
府

（
‐５
）

の
統
制
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

「寺
利
令
」
に
よ

っ
て
朝
鮮
仏
教

へ
の
不
安
は
排
除
さ
れ
た
の
で
、　

次
に
問
題
と
な

っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ

っ
た
。　

宗
教
統

制
の
枠
内
に
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
を
も
入
れ
る
た
め
に
一
九

一
五
年
八
月
に

「布
教
規
則
」
が
発
布
さ
れ
た
。
「布
教
規
則
」
が
定

め
ら
れ
た
こ
と
で
　
宗
教
ノ
生
布

二
関
ス
ル
規
則

一
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

前
者
は
後
者
の
延
長
上
に
あ
る

が
、

内
容
に
は
大
き
な
変
更
が
加

っ
た
。

そ
の
要
点
を
挙
げ
て
み
る
。

第

一
点
は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
統
制
下
に
置
く
こ
と
を
朗
文
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第

一
条
に

《
本
令

二
於
テ
宗
教
卜
称
ス
ル

ハ
神
道
、

仏
道
及
基
督
教
フ
謂
フ
》
と
あ
る
。
「宗
教
ノ
宣
布

二
関
ス
ル
規
則
」
で

《
其
ノ
他
宗
教
》

と
な

っ
て
い
た
の
が

「
キ
リ

ス
ト
教
」
だ
と
い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
と
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
の

「布
教
規
則
」
第

一
条
中
に
あ

る
宗
教
名
を
示
す

《
基
督
教
》
と
い
う
用
話
は
、

明
治
以
来
の
全
て
の
日
本
法
令
の
中
で
の
最
初
の
使
用
な
の
で
あ
る
。

内
地
法
規

ょ
り
も
先
に
朝
鮮
で
キ
リ
ス
ト
教
統
制
が
積
極
化
し
た
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
割
合
が
朝
鮮
で
は
全
人
口
の
約

一
・
七
％
と
、

内

地
ょ
り
も
は
る
か
に
高
か

っ
た

へ人
口
比
で
約
五
倍
）
こ
と
と
、

《
自
由
と
か
、　

自
主
と
か
、　

平
等
と
か
を
吹
聡
》
し
た

《
外
国
宣
教

師
中
、

就
中
米
国
長
老
派
に
属
す
る
者
》
を
是
非
と
も
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
。

第
二
点
は
、

第

一
点
と
も
関
係
す
る
が
、

こ
の

「布
教
規
則
」
の
適
用
者
に
は
日
本
人
以
外
の
欧
米
人
や
朝
鮮
人
布
教
者
も
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（第
六
上

ご
一条
》。

第
三
点
は
、

統
制
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、

総
督
は
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
各
教
派

・
宗
派
に
朝
鮮
在
住
の
布
教
管
理
者
を
選
定
さ

せ

（第
二
上
ハ
条
）、　
そ
の
管
理
者
の
解
任
権
を
押
さ
え
た

（
第
四
・
七
条
）
上
で
、

彼
ら
に
布
教
者
た
ち
の
監
督
を
任
せ
た
こ
と
で
あ

る
。
「宗
教
ノ
宣
布

二
関
ス
ル
規
則
」
で
も
、

統
監
が
管
理
者
の
認
可
を
行
う
こ
と

（第
一
条
）
は
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、

統
監
に
よ

る
解
任
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
点
は
、　

そ
れ
ま
で
統
制
の
範
囲
外
に
あ

っ
た

《
宗
教
類
似

ノ
団
体
》
（新
興
宗
教
）
に
も
適
用
さ
れ
う
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と

で
あ
る

（第
一
五
条
）。

こ
こ
ま
で
を
簡
単
に
ま
と

め
れ
ば
、
「布
教
規
則
」
は
キ
リ
ス
ト
教
や
新
興
宗
教
を
も
含
ん
だ
全
宗
教
を

一
括
し
て
統
制
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
、

そ
の
統
制
に
あ
た

っ
て
総
答
は
各
教
派

・
宗
派
が
選
ん
だ

「布
教
管
理
者
」
を
介
し
て
常
に
監
視
を

行

っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「布
教
規
則
」
が
も

つ

「
一
切
の
宗
教
の

一
括
続
制
」
と
い
う
特
徴
を
備
え
た
法
規
は
、

そ
れ
以
前
の
内
地
法
今
に
も
ま
た
植
民

地
法
令
に
も
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、

対
象
を
日
本
人
布
教
者
の
み
に
限

っ
た

「宗
教
ノ
宣
布

二
関
ス
ル
規
則
」
が
、

先
行
す
る

「神

仏
道
以
外
ノ
宗
教
宣
布
並
立
宇
会
堂
等

二
関
ス
ル
規
程
」

（
一
八
九
九
年

・
内
務
省
令
第
四
一
号
）
に
、

ま
た
、

対
象
を
朝
鮮
人
僧
侶
の

―         ~



朝鮮総督府の家教政策

み
に
限

っ
た

「
寺
利
令
」
が
、

台
湾
で
の
「旧
慣

二
係
ル
社
寺
廟
宇
等
建
立
廃
合
移
転
方
ノ
件
」
（同
年
・
台
湾
総
督
府
令
第
五
九
号
）
お

よ
び

「神
社
寺
院
等
ノ
所
属
財
産
売
渡
談
与
交
換
其
ノ
他
ノ
処
分
フ
為
ス
ト
キ
取
扱
方
ノ
件
」
公

九
〇
五
年
，
同
八
四
号
）
に
依

っ
て
　
却

い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

つ
ま
り

「布
教
規
則
」
は
、

内
容
的
に
は
内
地
で
制
定
さ
れ
た
諸
宗
教
関
係
法
規
と
矛
盾
し
な
い
な
が

ら
、

細
か
い
規
定
を
す
る
代
わ
り
に
裁
量
権
を
総
密
に
与
え
る
こ
と
で
、

条
数
を
全

一
九
条
に
削
減
し
た
も
の
な
の
で
あ
布
宇

さ
て
、

厳
密
な
意
味
で
の
宗
教
政
策
か
ら
は
離
れ
る
が
、
「布
教
規
則
」

の
発
布
と
同
時
に
神
社
制
度
も
確
立
し
た
。　

こ
の
制
度

の
整
備
に
つ
い
て
も
山
県
伊
三
郎
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

《祭
祀
の
政
は
、

祖
先
を
崇
敬
し
、

国
民
を
し
て
、

報
本
反

始
の
精
神
を
洒
養
せ
し
む
る
道
な
り
と
難
も
、

祭
祀
と
宗
教
と
は
之
れ
が
区
別
を
明
に
し
て
、

之
を
統
理
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

是
に

於
て
、

公
は
蛾
国
の
祭
祀
に
於
て
も
其
の
採
る
べ
き
は
之
を
採
り
、

其
の
廃
す
べ
き
は
之
を
廃
し
、

祭
祀
の
政
を
統
理
し
て
、

風
教

の維
持
に
資
せ
し
む
る
に
勉
め
た
崎
▼

併
合
以
前
の
韓
国
で
は
、
ソ
ウ
ル
を
は
じ
め
各
道
府
郎
に
各

一
簡
所
づ
つ
社
稜
壇
を
設
け
、

毎
年
春
季
に
は
祈
穀
祭
を
、

秋
季
に

は
新
常
祭
を
行

っ
て
い
た
。

同
様
の
祭
祀
は
日
本
で
は
神
社
の
管
時
と
な

っ
て
お
り
、

社
稜
壇
で
の
祭
祀
を
許
可
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

そ
こ
で
、

《
公
は
深
く
古
来
の
史
実
を
考
究
し
、

明
治
四
十
四
年

（
一
九
一
こ

の
春
季
祭
よ
り
社
稜
壇
に
於
て
、

社
神
稜
神

の
祭
祀
を
行
は
ざ
る
こ
と
に
決
意
し
、

共
の
議
を
提
出
し
て
寺
内
総
書
の
決
定
を
求
む
る
こ
と
に
努
力
し
、

社
稜
壇
に
於
け
る
新
穀

祭
、

新
嘗
祭
は
遂
に
之
を
廃
止
す
る
に
至
》

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

社
稜
壇
で
の
祭
祀
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

神
社
関
係
法
規
が
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、　

一
九

一
五
年
ま
で
朝
鮮
に
は
国
家
神

道
の
神
社
は
な
か
っ
た
。　

同
年
八
月
、
「布
教
規
則
」
と
同
時
に

「神
社
寺
院
規
則
」
を
発
布
し
た
の
は
、　

そ
の
年

一
一
月
の
大
正

天
皇
の
即
位
銭
礼
ま
で
に
朝
鮮
に
も
神
社
制
度
を
発
足
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「神
社
寺
院
規
則
」

は
、

神
社
お
よ
び
日
本
仏
教
の
寺
院
を
創
立
す
る
た
め
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
規
則
に
よ

っ
て
一
六
年
末
ま
で
に
一

七
の
神
社
と
三
二
の
寺
院
が
認
可
さ
れ
た
。

さ
ら
に
山
県
は
《祭
祀
令
を
朝
鮮
に
施
行
す
る
案
を
具
し
、

寺
内
総
督
の
決
定
を
乞
ぃ
滓

内
地
を
対
象
と
し
た
勅
令
第

一
〇
号

「官
国
幣
社
以
下
神
社
余
祀
令
」
食

四
年
一
月
）
と
内
務
省
令
第
四
号

「官
目
幣
社
以
下
神
社

祭
式
」
（同
年
二
月
）
を
朝
鮮
に
も
適
用
す
る
た
め
、　

ほ
ぼ
同
文
の
朝
鮮
総
督
府
令
第
四
九
号

「神
社
ノ
祭
式
恒
例
式

二
関
ス
ル
件
」

と
同
第
五
〇
号

「神
職
任
用
奉
務
及
服
装
規
則
」
（と
も
に
王
ハ年
六
月
）
を
発
布
し
た
。
こ
の
手
続
き
に
よ

っ
て
朝
鮮
の
神
社
で
も
内

地
と
同
じ
祭
式
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

神
社
の
創
立
に
は
三
〇
名
以
上
の
崇
敬
者
が
必
要
な
ほ
か
、

神
殿
や
拝
殿
が
備
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た

め
創
立
は
容
易
で
な
く
、

総
督
府
は
神
社
の
資
格
に
満
た
な
い
小
規
模
な
施
設
を

「神
祠
」
と
し
て
許
可
す
る
方
針
を
と

っ
た
が
、

そ
れ
も
山
県
が
画
策
し
た
結
果
で
あ

っ
た
。

《
公
は
神
祠
の
創
立
、　

及
び
共
の
他
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、　

其
の
神
聖
を
保
た
し
む

る
の
必
要
を
認
め
、

大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
三
月
、　

総
督
の
決
裁
を
得
て
、

之
れ
が
府
令
を
発
布
せ
ら
れ
た
り
》
。
こ
の

「神
祠
ニ

関
ス
ル
件
」

（総
宮
府
今
第
二
一
号
）
に
よ

っ
て
、　

一
六
年
末
ま
で
に
一
一
の
神
両
の
設
立
が
許
可
さ
れ
商
宇　
こ
う
し
た
神
社
制
度
確

立
の
経
緯
を
記
述
し
た
後
、

伝
記
は

《
現
に
朝
鮮
内
各
地
に
於
て
、

神
社
を
創
立
し
、

敬
神
崇
祖
の
礼
、

報
本
反
始
の
道
を
行
ひ
、

宅
も
遺
は
な
き
に
至
り
た
る
は
、

公
が
在
任
中
最
も
努
力
せ
ら
れ
た
る
結
果
な
り
と
謂
ふ
も
過
言
に
あ
ら
ず
》
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

三

。
一
運
動
以
前
の
宗
教
政
策
の
目
的
は
、

朝
鮮
仏
教
を
無
力
化
す
る
一
方
で
日
本
の
公
認
宗
教
に
布
教
の
便
宜

を
図
り
、

徐
々
に

「皇
民
化
」
を
達
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
に
全
宗
教
を

一
話
し
て
統
制
す
る

「布
教
規
則
」
が
制

定
さ
れ
た
こ
と
に
と
く
に
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。

宗
教
統
制
の
基
本
法
規
は
そ
の
時
点
で
は
内
地
に
も
台
湾
や
南
樺
大
な
ど
の
植

民
地
に
も
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、

こ
の
時
期
は
、

内
地
の
公
認
宗
教
を
ゆ
る
や
か
に
浸
透
さ
せ
て
朝
鮮
を
内
地
と
同

一

に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、　

全
体
的
に
は
、
「内
地
延
長
主
義
」
で
あ

っ
た
と
い
つ
て
よ
い
で
ぁ
ろ
う
。　

さ
ら
に
、

神
社
制

度
に
つ
い
て
は
、

そ
の
絶
対
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

未
だ
強
制
的
な
参
拝
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
の
宗
教
政
策
は
三

・
一
運
動
以
後
転
換
す
る
の
で
あ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
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朝鮮結督府の宗教政策

一
一

「
三

・
一
運
動
」
以
後

の
宗
教
政
策
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

「布
教
規
則
」
に
よ
る
続
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　

一
九

一
九
年
、　

宗
教
者
を
中
心
に
三

・
一
運
動
が
起
こ
っ
海
営　

こ
の
事
態
に
衝

撃
を
受
け
た
総
督
府
は
、

独
立
運
動
弾
圧
の
た
め
急
進

「
政
治

二
関
ス
ル
犯
罪
処
罰
ノ
件
」
（制
今
第
七
［し

を
定
め
て
《
政
治
ノ
変
革

フ
ロ
的
ト
シ
テ
多
数
共
同
シ
安
宇
秩
序
ア
妨
■
シ
又

ハ
妨
告
七
シ
メ
ム
ト
シ
タ
ル
者
》
を
次
々
に
検
挙
し
た
。

同
制
令
に
よ
る
二
一

年
の
検
挙
者
は
六
五
五
九
名
で

「保
安
法
」
の
約

一
四
倍
、

全
特
別
法
犯
の
四
四

・
六
％
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
弾

圧
法
規
と
し
て
の
威
力
は
絶
大
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
当
局
は
力
に
よ
る
封
じ
込
め
と
同
時
に
宗
教
統
制
の
方
法
を
変
化
さ

せ
た
の
で
あ

っ
た
。

宗
教
活
動
を
抑
圧

・
監
視
す
る
従
来
の
方
法
を
強
化
す
る
一
方
で
、

協
力
的
な
仏
教

・
キ
リ
ス
ト
教
団
体
を
民

衆
支
配
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

三

・
一
運
動
後
新
た
に
総
客
と
な

っ
た
斎
藤
実
は
、

一
九
二
●
年
に
記
し
た
秘
密
文
書

「朝
鮮
民
族
運
動

二
対
ス
ル
対
策
」
（以
下

「対
策
じ

の
中
で
宗
教
利
用
策
に
つ
い
て
強
訓
す
る
。

そ
し
て
ま
ず
朝
鮮
仏
教
に
つ
い
て

《
仏
教

ハ
李
朝
五
百
年
ノ
圧
迫
フ
受
ケ
社

会
的
勢
カ
フ
失
墜
セ
ル
ノ
祝
ア
ル
モ
民
間

ニ
ハ
相
当
ナ
ル
信
仰
的
勢
カ
フ
保
有
ス
ル
フ
以
テ
之
ヲ
復
興
シ
テ
之
ノ
上

二
国
民
信
仰
ノ

起
趣
フ
築
ク
ノ
最
モ
大
切
ナ
ル
フ
信
ス
》
と
、

民
間
で
は
依
然
仏
教
が
影
響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

具
体
的
な
方
策

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

①

《
寺
剰
令
フ
改
正
シ
テ
京
城

二
総
本
的
フ
置
キ
之
ヲ
シ
テ
三
十
本
的
フ
統
暗
セ
シ
ム
ル
ノ
制
度
ト

ナ
》
し
た
上
で
、

②

《
総
本
山

ニ
ハ
管
長
ヲ
置
キ
親
日
主
義
者
フ
以
テ
之

二
充
》
て
る
。

そ
し
て
③

《
仏
教
ノ
振
興
フ
促
進
ス
ル
ヲ

以
テ
ロ
的
ト
ス
ル
団
体
フ
設
ケ
之
ヲ
以
テ
総
木
山
ノ
擁
誰
機
関
タ
ラ
シ
ム
ル
》
こ
と
に
し
、

④

《上
述
ノ
団
体

ハ
本
部
フ
京
城
総
本

山
内

二
置
キ
支
部
ヲ
各
本
山
所
在
地

二
置
キ
其
会
長

ハ
居
士
中
刑
日
主
義
ナ
ル
有
徳
ノ
士
フ
以
テ
之

二
充
》
て
る
。

こ
う
し
た
措
置

を
施
し
て
か
ら
、

⑤

《
一
、　

一
般
人
民
ノ
教
化
　
一
一、
罪
人
ノ
感
化
　
一二
、

慈
善
事
業
》
な
ど
を
行
わ
せ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
総

本
的
及
び
仏
教
振
興
団
体
が
自
主
性
を
有
さ
な
い
よ
う
に
、

⑥

《総
本
山
並
各
本
山
及
仏
教
団
体

ニ
ハ
相
談
役
ト
シ
テ
人
格
ア
ル
内

地
人
ノ
顧
問
ヲ
置
ク
》
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

妾
東
銀
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

ま
さ
に

「御
用
化
」
が
図
ら
れ
た
の
で
あ

（３２
）

ツ（や
じと

こ
ろ
が
斎
藤
総
督
が

「対
策
」
を
と
り
ま
と
め
て
い
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、

三

・
一
運
動
の
余
波
を
受
け
て

「寺
利
令
」
反

対
運
動
が
再
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

《
各
寺
利
ほ
内
に
い
て
は
寺
剰
令
の
雄
旨
を
体
し
て
寺
務
を
整
理
し
、

外
に
於
て
は
各

本
山
述
合
し
て
布
教
誰
学
に
務
め
漸
次
面
目
を
新
に
し
て
来
た
け
れ
ど
も
、

積
年
の
疲
弊
短
時
日
の
問
に
回
復
し
得
べ
く
も
あ
ら
ず
、

朝
鮮
仏
教
の
復
活
改
善
は
、

遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
や
う
な
感
が
無
い
十
一も
無
か
つ
た
。

此
の
点
に
不
満
を
持
つ
一
部
青
年
僧
侶
は
、

之
を
以
て
寺
利
令
の
然
ら
し
む
る
所
な
り
と
速
断
し
、　

大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
に
朝
鮮
仏
教
維
新
会
な
る
も

の
を
組
織
し
、　

寺
利

令
撤
廃
運
動
を
始
め
た
》
。

韓
椛
雲
ら
仏
教
維
新
会
は
長
文
の
陳
情
苦
を
総
督
に
提
出
し
た
が
、　

そ
れ

に
賛
同
し
て
捺
印
し
た
僧
侶

の
数
は
二
三
〇
〇
人
に
達
し
た
。
こ
の
運
動
の
影
響
を
受
け
て
朝
鮮
仏
教
は
再
び
紛
糾
し
、

三
十
木
山
は
維
新
会
に
賛
日
す
る
も
の

と
反
対
す
る
も
の
と
の
二
派
に
分
か
れ
て
対
立
が
続
い
た
た
め
、

総
答
府
は
二
二
年
五
月
に
三
十
本
山
住
持
を
招
集
し
て
賛
同
派
の

暖
柔
工
作
を
行
い
事
態
を
収
拾
し
た
の
だ

っ
た
。　
こ
の
混
乱
に
よ
る
の
か
、
「対
策
」
に
あ
る
、　

内
地
と
同
様
の
総
本
山

・
管
長
制

は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

幕
態
収
拾
後
に
仏
教
振
興
団
体
と
し
て

「財
団
法
人
朝
鮮
仏
教
中
央
教
務
院
」
が
斎
藤
の
記
述
通
り
設

（
３５
）

置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
仏
教
の
統
制
は
さ
ら
に
巧
妙
化
さ
れ
た
の
で
、　

次
の
問
題
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
Ｌ
に
な

っ
た
。
「対
策
」

は
、

キ
リ
ス
ト
教
統
側
に
は

《
民
間
有
志

（内
地
人
》
ノ
心
服
者
ヲ
シ
テ
之
フ
操
縦
セ
シ
メ
相
当
ナ
ル
便
宜
卜
援
助
ト
フ
与

ヘ
テ
漸

次
共
拡
張
ヲ
図
ラ
シ
メ
将
来

ハ
給
督
文
化
政
策
宣
伝
ノ
一
機
関
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
》
が
必
要
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
実

（
３６
）

際
に
も
従
来
か
ら
当
局
と
民
好
な
関
係
を
保

っ
て
い
た
日
本
組
合
教
会

へ
の
積
極
的
な
肩
入
が
行
わ
れ
た
。

組
合
教
会
は
一
九

一
〇
年

一
０
月
の
第
二
六
回
総
会
の
信
徒
大
会
で
、
「新
た
に
加
え
ら
れ
た
る
朝
鮮
同
胞
の
教
化
」
を
決
議
、　

　
抑

総
会
は
実
行
委
員
会
を
選
出
し
、

翌
年
渡
瀬
常
吉
が
主
任
と
な

っ
て
朝
鮮
伝
道
が
開
始
さ
れ
た
。

総
督
府
は
、

渡
瀬
の

《
日
本
と
併
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介
せ
ら
れ
た
朝
鮮
人
を
し
て

…
…
口
木
四
民
Ｌ
し
て
立
つ
の
覚
幅
に
到
進
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ｎ
）
と
い
う
伝
道
方
針
に
共
性
し
、

機

密
費
か
ら
年
額
六
千
円
を
医
名
寄
付
し
続
け
た
。

三

・
一
運
動
当
時
に
は
、

組
合
教
会
は
官
意
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
全
道
に
わ
た
　
卸

っ
て
反
独
立
運
動
を
援
開
し
た
。

三

・
一
運
動
の
結
果
、

総
督
府
は
そ
れ
ま
で
の

「武
断
政
治
」
の
方
針
を

「文
化
政
治
」

へ
と
変
化
さ
せ
た
。
日
本
の
朝
鮮
支
配

の
変
化
を
内
外
に
印
象
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、　

一
九

一
九
年

一
一
月
、

当
時
上
海
に
あ

っ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
外
交
部

次
長
島
運
手
ら
三
名
が
日
本
政
府
に
よ

っ
イ
東ヽ
京
に
招
か
れ
、
「由
ら
の
独
立
通
動
は
誤
り
で
あ

っ
た
」
と

い
う
転
向
演
説
を
す
る

こ
と
に
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
帝
円
ホ
テ
ル
の
記
者
会
見
で
日
本
側
の
思
惑
と
は
逝
の
朝
鮮
独
立
滋
説
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、

彼
ら
を

招
い
た
政
府

へ
の
各
界
か
ら
の
批
判
が
起
こ

っ
た
の
で
あ

る

（呂
遅
子
事
件
）
。

招
待
に
あ
た

っ
て
、韓
国
臨
時
政
府
と
日
本
政
府
の
仲

介
を
し
た
の
は
紀
合
教
会
で
あ

っ
て
、

而
子
を
波
さ
れ
た
総
苫
府
と
教
会
の
関
係
は
悪
化
し
て
い

っ
た
ら
し
い
。

も

つ
Ｌ
も
斎
藤
の

「
対
策
」
は
翌
二
０
年
に
毒
か
れ
て
い
る
の
で
、　

そ
の
時
点
で
は
、　

ま
だ
組
合
教
会
の
利
用
を
断
念
し
て
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
支
配
の
手
先
と
し
て
の
素
顔
が
艦
見
し
た
組
合
教
会
か
ら
朝
鮮
人
信
徒
が
大
量
に
離
脱
し
て
し
ま
い
、

翌
二
一
年

一
〇

月
、

突
如
組
合
教
会
は
朝
鮮
伝
道
か
ら
手
を
引
い
て
、

新
た
に
朝
鮮
人
信
徒
だ
け
の

「朝
鮮
会
衆
教
会
」
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
組
合
教
会
を

〈
総
言
文
化
政
策
ｉ
伝
ノ
一
機
関
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
》
に
は
失
敗
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「文
化
政
治
」
の
名
の
も
と

に
行
わ
れ
た
宗
教
団
体

へ
の
峡
柔
工
作
は
、

仏
教
に
関
し
て
は
成
功
し
た
が
組
合
教

会
の
利
用
に
つ
い
て
は
失
敗
し
た
。

も

っ
と
も
総
督
府
が
行

っ
た
の
よ
こ
う
し
た
積
極
利
用
策
ば
か
り
で
は
な
い
。

新
た
に
宗
教
課

を
設
置
し
て
宜
教
師
た
ち
の
動
向
を
監
机
し
た
り
、

教
会
の
法
人
格
を
認
め
る
こ
と
で
彼
ら
の
不
満
を
そ
ら
そ
う
と
し
た
。

さ
ら
に

従
来
か
ら
の
抑
制
策
も
巧
妙
化
し
て
続
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

「布
教
規
則
」
の
改
正
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

こ
の
改
正
に
つ
い
て
、

当
局
は

「許
可
主
義
」
か
ら

「届
出
主
義
」

へ
の
変
更
と
し
て
、

あ
た
か
も
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
か
の
よ

う
に
宣
伝
し
た
。

《
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
四
月
布
教
規
則
ヲ
改
正
シ
テ
教
会
堂

・
説
教
所

・
講
義
所
等
設
立
ノ
許
可
主
義
ヲ
届
出

主
義

二
改
メ
同
時

二
詰
般
ノ
複
雑
ナ
ル
手
続
ヲ
省
略
シ
以
テ
布
教
ノ
便
宜
フ
図
ル
ヨ
ト
ト
セ
嘱
）

だ
が
ヽ

改
正
の
要
点
は
そ

こ
に

は
な
か
っ
た
。
「改
正
布
教
規
則
」
第

一
二
条
は
、

全
く
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

そ
こ
に
は

《
朝
鮮
総
督

ハ
現

二
宗
教
ノ
用

二
供
ス
ル
教
会
堂
、

説
教
所
又
ハ
誰
義
所
ノ
類

二
於
テ
安
年
秩
序
ヲ
系
ス
ノ
虞
ァ
ル
所
為
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
共
ノ
設
立
者
又
ハ

管
理
者

二
対
シ
之
力
使
用
フ
停
止
文
ハ
禁
止
ス
ル
ヨ
ト
ア
ル
ヘ
シ
》
と
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、

三

・
一
運
動
で
教
会
堂
が
運
動
の
拠

点
と
な
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、

施
設
を

《
政
治
的
に
利
用
せ
む
と
す
る
も
の
の
禁
臨
）
の
た
め
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、

第

一
四
条

《
朝
鮮
総
督

ハ
布
教
管
理
者
、

布
教
担
任
才
又

ハ
朝
鮮
寺
利
住
持

二
対
シ
必
要
卜
認
ム
ル
報
告
フ
命
ス
ル
ヨ
ト
ア

ル
ヘ
シ
》
も
新
た
に
加
え
ら
れ
た
条
文
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
改
正
前
の
第

一
二
条
で
は

「年
末
現
在
の
信
徒
数
」
や

「そ
の
年
の
信

徒
数
の
増
減
」
を
報
告
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、

内
地
に
は
追
加
さ
れ
た
条
文
と
同
じ
内
容
を
も
つ
法
令
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

総

審
府
の
宗
教
政
策
が
、

そ
れ
ま
で
の

「内
地
延
長
主
義
」
を
離
れ
て
独
自
の
方
向
に
進
み
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「布
教
規
則
」

の
改
正
に
よ

っ
て
、

総
答
は
、

《
安
年
秩
序
フ
系
ス
ノ
虞
ア
ル
所
為
ア
リ
ト
認
》

め
さ
え
す
れ
ば
教
会
主
な
ど
の
使
用
を
禁
止
す
る

こ
と
が
で
き
、

《
必
要
卜
認
ム
ル
報
告
》
で
あ
る
な
ら
ば
、　
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ

っ
て
も
、　

提
出
を
命
じ
る
こ
と
が
可
能

と
な

っ
た
。　

一
方
で
、

こ
う
し
た
権
限
は
、

内
地
の
宗
教
行
政
担
当
者
で
あ
る
文
部
大
臣
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

レつ
。仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
統
制
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
以
上
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
国
家
神
道
に
関
し
て
、

三

・
一
運
動
後
に
宗
教

政
策
が
転
換
し
た
時
期
に
朝
鮮
神
官
の
創
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
五
年

一
〇
月
に
鎮
座
し
た
神
官

へ
の
参
拝
者
は
当
初
は
内
地
人

が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
。

だ
が
、

神
社

へ
の
強
制
参
拝
問
題
は
、

こ
の
後

一
九
三
二
年
頃
か
ら
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「満
州
事
変
」
戦
没
将
兵
慰
皐
祭
が
三
二
年
九
月
に
平
援
瑞
気
山
で
挙
行
さ
れ
、

各
学
校
生
徒
は
参
拝
を
要
求
さ
れ
た
が
、

キ
リ
ス
　

悦

卜
教
系
学
校
は
参
加
を
拒
否
し
て
問
題
化
し
た
。

内
地
で
は
そ
の
四
月
に
上
智
大
学
生
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
拒
否
問
題
が
発
生
し

_ _   ぬ
出
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て
い
る
の
で
、

参
拝
強
要
が
開
始
さ
れ
た
の
は
ほ
ぼ
同
時
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
で
問
題
が
発
生
し
た
同
じ
九
月
に
、

文
部
省

は
カ
ト
リ

ッ
ク
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
形
で

「
学
生
生
徒
児
童
ノ
神
社
参
杯
ノ
件
」
を
発
し
、

そ
こ
で

《
学
生
生
徒
児
童
フ
神
社

二
　

卸

参
拝
セ
シ
ム
ル
ハ
、

教
育
上
ノ
理
由

二
基
ク
モ
ノ
ェ
シ
テ
、

此
ノ
場
合

二
、

学
生
児
童
ノ
団
体
力
要
求
七
ラ
ル
ル
敬
礼

ハ
、

愛
国
心

卜
忠
誠
ト
フ
現

ハ
ス
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
》
と
し
て
、

神
社
参
拝
は
宗
教
依
礼
で
は
な
く
愛
円
心
と
忠
誠
の
証
で
あ

っ
て
拒
否
は
許
さ

れ
な
い
と
し
た
。

こ
の
回
客
に
理
解
を
示
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、

内
地
で
は
信
者
の
神
社
参
拝
を
全
両
的
に
認
め
た
。

同
じ
三
二
年
九
月
、

朝
鮮
の
長
老
会

令
フ
ロ
テ
”／、
メ
ン
ト
》
は
、

し
か
し
あ
く
ま
で
神
社
参
拝
を
拒
否
し
て
当
局
と
交
渉
す
る
こ
と

を
決
議
し
た
。　

〓

一月
に
内
地
で
は

「児
士
生
徒
の
校
外
生
活
指
導
に
関
す
る
文
部
省
訓
令
」
が
発
せ
ら
れ
て
神
社
参
拝
が
奨
励
さ

れ
た
。

三
五
年

一
一
月
、

平
安
南
道
知
事
は
道
内
公
私
立
中
等
学
校
長
会
議
を
招
集
し
、

聞
会
冒
頭
に
平
壌
神
社
参
拝
を
命
令
し
た
。

監
理
教
と
天
主
教

（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
は
参
拝
に
同
意
し
た
が
、

し
か
し
長
老
会
所
属
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
校
は
あ
く
ま
で
拒
否
し
た
の
で
、

つ
い
に
王
八
年
ま
で
に

一
八
校
が
廃
校
と
な

っ
た
。

内
地
で
は
廃
校
に
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
校
は
無
か

っ
た
の
だ
か

ら
、

学
校
に
対
す
る
神
社
参
拝
強
要
は
朝
鮮
に
お
い
て
よ
り
厳
し
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
よ
り
先
、

三
六
年
八
月
神
社
制
度
改
正
に
関
す
る
勅
令
五
件
が
発
布
さ
れ
、　

一
道

一
列
格
社
設
置
方
針
が
推
進
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

朝
鮮
人
全
体
に
参
拝
を
強
要
す
る
た
め
に
は
半
島
仝
土
に
遍
く
神
社
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
在
地
の
向
を
神
祠
化
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
、

三
六
年
に
は
そ
の
数
五
二
四
に
及
ん
で
い
た
。

三
七
年
九
月
に
設
定
さ
れ
た

「愛
日
日
」
で
は
、　

全
朝
鮮
人
に
毎
月

一
日
ま
た
は

一
工
日
の
神
社
参
拝
を
義
務
づ
け
た
。　

こ
の
よ
う
に
当
局
に
よ
る
参
拝
強
要
の

度
は
ま
す
ま
す
加
わ
り
、　

つ
い
に
三
八
年
九
月
、

最
後
ま
で
拒
否
の
態
度
を
貴
い
て
い
た
長
老
会
も
、

神
社
参
拝
容
認
の
声
明
を
発

表
し
た
の
だ

っ
た
。

以
上
が
三

・
一
運
動
以
後
の
宗
教
政
策
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

一二

「
改
正
布
教
規
則
」

と

「
宗
教
団
体
法
」

従
来
の
研
究
は
、

こ
う
し
た
朝
鮮
総
督
府
の
宗
教
政
策
を
、

朝
鮮
人
の

「皇
民
化
」
や
朝
鮮
内
の
宗
教
団
体
の

「御
用
化
」
の
た

め
の
特
殊
植
民
地
的
政
策
で
あ
る
と
み
な
し
て
き
た
。

だ
が
、

本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
二
０
年
代
の
朝
鮮
総
督
府
の
高
級
官
僚
た
ち
の
多
く
は
、

内
地
に
復
帰
後
内
務
関
係
の
有
力
な
役
職

に
就
き
、
「国
民
精
神

総
動
員
運
動
」
や

「大
政
喪
安
運
動
」
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

例
え
ば
、　

一
九
年
か
ら
二
二
年
ま
で
政
務
総
監
で
あ

っ

た
水
野
錬
太
郎
は
、

二
四
年
に
清
浦
内
閣
の
内
務
大
臣
、

二
七
年
に
回
中
義

一
内
閣
の
文
部
大
臣
と
な

っ
た
。

そ
の
後
四
二
年
に
は

「大
政
翼
賓
会
」
の
傘
下
団
体
で
あ
る

「大
日
本
興
亜
同
盟
」
の
副
総
裁
、　

さ
ら
に

「興
亜
総
本
部
」
の
統
理
と
な
り
、　

戦
後
は
戦

犯
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

総
督
府
総
務
局
長
を
経
て
二
九
年
か
ら
三
二
年
ま
で
政
務
総
監
を
訪
め
た
児
玉
秀
雄
は
、

辞

任
後

「貴
族
院
研
究
会
」
の
有
力
者
と
し
て
三
四
年
に
岡
田
内
閣
の
拓
務
大
臣
、

三
七
年
に
林
内
閣
の
通
信
大
に
、

四
〇
年
に
米
内

内
閣
の
内
務
大
臣
、　

さ
ら
に
四
四
年
の
小
磯

・
米
内
内
閣
の
回
務
大
臣

・
文
部
大
臣
に
就
任
し
た
。　

彼
は
ま
た

「国
家
総
動
員
本

部
」
の
副
会
長
で
も
あ

っ
た
。

三
二
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
総
監
で
あ
る
今
井
田
清
徳
は
後
に

「国
策
研
究
会
」
の
有
カ
メ
ン
バ
ー

と
な

っ
た
。
ま
た
二
二
年
か
ら
二
四
年
ま
で
総
督
府
警
務
局
長
を
務
め
た
九
山
鶴
苦
は
復
帰
後
は
内
務
省
瞥
祝
総
監
と
な
り
、

三
七

年
に

「国
民
精
神
総
動
真
中
央
連
盟
」
評
議
員
と
な

っ
た
。

国
家
の
た
め
に
朝
鮮
人
の

「皇
民
化
」
に
挺
身
し
た
後
ら
総
督
府
の
官
丈
た
ち
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
は
、
日
本
人
の

「さ
ら
な

る
皇
民
化
」
に
粉
骨
砕
身
し
た
と
い
ぅ
こ
と
は
、

十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
宗
教
政
策
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「改
正
布
教
規
則
」
合
一〇
年
）
と

「宗
教
団
体
法
」
舎
一九
年
）
の
類
似
に
朝
鮮
の
政
策
の

内
地
へ
の
影
響
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「宗
教
団
体
法
」
は
内
地
に
お
け
る
宗
教
の
基
本
法
規
で
あ
る
が
、　

そ

の
議
会
へ

　
鯛

の
提
出
理
由
を
荒
木
貞
夫
文
相
は
、

《
宗
教
団
体
に
関
す
る
現
行
の
法
規
は
、

慨
ね
明
治
初
年
の
…
…
太
政
官
の
布
告
、　

布
達
、　

或

】
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―
―
―

メ

は
省
令
、

訓
令
等
の
種
々
雑
多
な
る
も
の
よ
り
成
つ
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、

何
れ
も
断
片
的
に
其
数
三
百
余
に
及
ん
で
》
い
る
た
め
、

《共
の
適
用
上
往
々
に
し
て
疑
義
を
生
じ
易
く
》

ま
た

《
行
政
上
の
不
便
》

も
あ
る
の
で
、　

公
不
教
行
政
の
根
本
法
規
を
制
定
し
て
　
処

嬢
雑
な
る
在
来
の
規
定
を
整

へ
》
た
い
と
述
べ
て
い
統
ギ

朝
鮮
に
お
い
て

《布
教
に
関
す
る
従
前
の
規
則
を
整
理
晩
す
た

「布
教
規

則
」
と
同
じ
性
格
を
も

っ
た
法
律
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

内
地
に
お
い
て

「
一
切
の
宗
教
の
一
括
統
制
」
を
試
み
た
法
律
は
、
「宗
教
団
体
法
」
以
前
に
も

一
八
九
九
年
、

一
九
二
七
年
、

一
一

九
年
の
三
回
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、

い
ず
れ
も
不
成
立
に
終
わ

っ
て
い
た
。

若
槻
内
閣
提
出
の
二
七
年

「宗
教
法
案
」
全

一

三
〇
条
は
、

条
数
が
膨
大
な
う
え
所
晴
官
庁
の
監
督
が
厳
し
く
罰
則
が
重
い
と
い
う
宗
教
界
か
ら
の
反
発
が
あ

っ
た
。

さ
ら
に
二
九

年

一
月
の
回
中
内
閣
に
よ
る

「宗
教
団
体
法
案
」
全
九
九
条
は
規
制
は
や
や
緩
和
さ
れ
た
も
の
の
や
は
り
仏
教

・
キ
リ
ス
ト
教
界
か

ら
の
反
対
を
受
け
て
審
議
未
了
と
な

っ
た
。

そ
の
後
三
五
年
に
岡
田
内
閣
は

「宗
教
団
体
法
案
要
綱
」
全
八
五
条
を
作
成
し
て

「宗

教
制
度
調
査
会
」
に
諮
問
し
た
が
、

そ
れ
は
議
会
提
出
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

三
八
年

一
一
月
に
荒
木
文
相
に
よ

っ
て
新
た
な

「宗

教
団
体
法
突
要
綱
」
の
諮
問
突
を
付
議
さ
れ
た
調
査
会
は
そ
れ
に
修
正
を
加
え
政
府
に
答
申
し
た
。

三
九
年

一
月
、

そ
の
答
申
案
に

基
づ
く

「宗
教
団
体
法
案
」
全
三
七
条
は
舞
七
四
回
議
会
に
提
出
さ
れ
、

さ
し
た
る
反
対
も
な
い
ま
ま
三
月
に
成
立
し
た
の
で
あ
（型
。

こ
の
成
立
し
た

「宗
教
団
体
法
」

の
条
数
が
そ
れ
ま
で
の
法
案

（要
綱
）
よ
り
著
し
く
少
な
い
の
は
、

文
部
大
臣
の
裁
量
権
を
強

化
し
た
上
、

各
宗
教
ご
と
に
別
々
に
規
定
し
て
い
た
条
文
を
で
き
る
か
ぎ
り
ま
と
め
、

教
派
や
宗
派
な
ど
の
定
義
に
関
す
る
条
項
を

削
除
し
、

宗
教
団
体
内
部
の
自
主
的
規
定
を
そ
の
内
部
の
自
治
規
則
に
譲
る
な
ど
と
し
た
た
め
で
あ

っ
た
。

こ
の
特
徴
は

「布
教
規

則
」
に
も
あ
て
は
ま
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は

「改
正
布
教
規
則
」
と

「宗
教
団
体
法
」
と
を
比
較
し
た
い
。

ま
ず
、
「宗
教
団
体
法
」
第

一
条
は
、

宗
教
団
体
の
定
義
と
し
て
、

《
本
法

二
於
テ
宗
教
団
体
ト
ハ
神
道
教
派
、

仏
教
宗
派
及
基
督

教
共
ノ
他
ノ
宗
教
ノ
教
団

（以
下
単
二
教
派
、

宗
派
、

教
団
卜
称
ス
）
並

二
寺
院
及
教
会
フ
謂
フ
》
と
定
め
て
い
る
が
、　

こ
れ
は

「改
正

布
教
規
則
」
第

一
条

《
本
令

二
於
テ
宗
教
卜
称
ス
ル
ハ
神
道
、

仏
道
及
基
督
教
ヲ
謂
フ
》
と
ご
く
近
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

神
道

・
仏
教

・
キ
リ
ス
ト
教
を
同
列
に
置
い
て

「宗
教
」
と
し
て
い
る
の
は
、

《
断
片
的
に
共
数
三
百
余
》
も
あ
る
宗
教
法
規
は
も

と
よ
り
、

廃
案
に
な

っ
た
そ
の
他
の

「宗
教

（団
体
）
法
案
」
を
合
め
て
も
こ
の
両
者
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
「宗
教
団
体
法
Ｌ
第

一
六
条
に
は

《
宗
教
団
体
又

ハ
教
師
ノ
行
フ
宗
教
ノ
教
義
ノ
主
布
若

ハ
儀
式
ノ
執
行
又
ハ
宗
教
上
ノ

行
事
ガ
安
寧
秩
序
フ
妨
ゲ
又

ハ
国
民
タ
ル
ノ
義
務

二
背
ク
ト
キ
ハ
主
務
大
臣

ハ
之
ブ
制
限
シ
、

考

ハ
禁
止
シ
、

教
師
ノ
業
務
フ
停
止

シ
又

ハ
宗
教
団
体
ノ
設
立
ノ
認
可
フ
取
消
ス
コ
ト
フ
得
》
と
、

宗
教
活
動
が

「安
寧
秩
序
を
妨
げ
」
た
場
合
の
活
動
の
制
限
の
条
項

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
「大
日
本
帝
国
憲
法
」
第
二
八
条
に
は

《
日
本
臣
民

ハ
安
寧
秩
序
フ
妨

ケ
ス
、

臣
民
タ
ル
ノ
義
務

二
背
カ
サ

ル
限
リ
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
フ
有
ス
》
と
ぁ
り
、

従
来
か
ら
政
府
は

《
折
角
憲
法
の
条
章
が
あ
り
な
が
ら
、

斯
か
る
宗
教
行
為
を
制

限
す
る
法
律
又
は
命
令
が
在
来
の
宗
教
法
規
中
に
見
出
さ
れ
な
い
の
は
、

我
国
の
現
状
に
徴
し
法
の
大
な
る
欠
陥
で
あ
る
と
云
は
な

く
て
は
な
ら
ぬ
》

と
い
う
見
解
を
と

っ
て
い
た
。　

そ
こ
で
こ
の

「宗
教
団
体
法
」
第

一
六
条
に
つ
い
て
政
府
は
、

《
本
条
は
憲
法
第

二
十
八
条
に
基
き
、

法
律
を
以
て
監
督
官
庁
た
る
文
部
大
臣
が
斯
か
る
宗
教
行
為
の
制
限
禁
止
共
他
の
行
政
処
分
を
為
す
こ
と
を
得

る
法
律
上
の
根
拠
を
設
け
た
の
で
あ
梅
）
と
い
う
説
明
を
行

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
も
朝
鮮
の

「改
正
布
教
規
則
」
第

一
二
条

に
、

《
朝
鮮
総
督

ハ
…
…
教
会
蛍
、　

説
教
所
又

ハ
講
義
所
ノ
類

二
於
テ
安
寧
秩
序
ヲ
茶
ス
ノ
虞
ア
ル
所
為
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
…

…
之
力
使
用
フ
停
止
又

ハ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
》
と
し
て
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
二
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

「宗
教
団
体
法
」
第

一
七
条
、

谷
不
教
団
体
又

ハ
共
ノ
機
関
ノ
職

二
在
ル
者
法
令
又

ハ
教
規
、

宗
制
、

教
団
規
則
、

寺
院
規
則
若

ハ

教
会
規
則

二
違
反
シ
共
ノ
他
公
益
ヲ
害
ス
ベ
キ
行
為
フ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
に

ハ
之
フ
取
消
シ
、

停
止
シ
若

ハ
禁
止
シ
又

ハ
機

関
ノ
職

二
在
ル
者
ノ
改
任
フ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
》
は
、

文
部
大
臣
に
よ
る
宗
教
団
体
に
属
す
る
全
て
の
職
員

（管
長
も
含
む
）
の
解
任

権
を
定
め
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
内
地
の
宗
教
関
係
法
規
で
は
、

文
部
大
に
は
各
教
派
宗
派
の
管
長
の

「認
可
権
」
は
有
し
て
い
る

も
の
の

「解
任
権
」
は
な
く
、

ま
た
管
長
に
属
す
る
教
派
宗
派
内
の
人
事
権
に
も
介
入
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
も

「改
正
布
教
　
何

規
則
」
第
四
条
、

《
朝
鮮
総
督

ハ
…
…
布
教
管
理
者
フ
不
適
当
卜
認
ム
ル
ト
キ
ハ
共
ノ
変
更
ヲ
命
ス
ル
ヨ
ト
ア
ル
ヘ
シ
》
で
総
督
に
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認
め
ら
れ
た
布
教
管
理
者
の
解
任
権
を
強
化
し
た
も
の
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に

「宗
教
団
体
法
」
第

一
八
条
は
、

《
主
務
大
臣

ハ
宗
教
団
体

二
対
シ
監
督
上
必
要
ア
ル
場
合

二
於
テ

ハ
報
告
フ
徴
シ
又

ハ

実
況
フ
調
査

ス
ル
コ
ト
フ
得
》
と
し
て
、

内
部
事
情
の
報
告
義
務
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
種
の
報
告
義
務
に
つ
い
て
は
、

従
来
ま
で

適
用
さ
れ
て
い
た

一
九

一
四
年
八
月
の
文
部
省
訓
令
第
六
号

「神
仏
道
教
宗
派
事
務
報
告
例
」
に
前
例
が
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
人
事

異
動

・
信
徒
数
な
ど
の
報
告
義
務
を
負
う
の
み
で
あ

っ
て
、

ど
不
教
団
体
法
」

の
よ
う
な
全
く
無
条
件
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
。　

こ

の
条
文
も

「改
正
布
教
規
則
」
第

一
四
条
だ
け
に
あ
る

《
朝
鮮
総
督

ハ
布
教
管
理
者
、

布
教
担
任
者
又

ハ
朝
鮮
寺
剰
住
持

二
対
シ
必

要
卜
認
ム
ル
報
告
ノ
提
出
フ
命

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
》
と
い
う
規
定
を
前
例
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「改
正
布
教
規
則
」
と

「宗
教
団
体
法
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
類
似
点
は
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

●
　
教
派
神
道

・
仏
教

・
キ
リ
ス
ト
教

・
類
似
宗
教

合
不
教
結
社
）
の

一
活
統
制
を
目
的
と
す
る
点
。

０
　
管
長

・
布
教
統
理
者

（宗
教
団
体
法
）、
布
教
管
理
者

（布
教
規
則
）
の
就
任
に
つ
い
て
は
主
務
大
臣

・
総
密
の
認
可
制
を
と
り
、

し
か
も
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
の
解
任
も
可
能

で
あ

っ
た
点
。

０
　
と本
教
活
動
が

「安
寧
秩
序
」
を
妨
げ
る
と
き
に
は
、

活
動
や
建
物
の
使
用
を
禁
止
で
き
た
点
。

④
　
と不
教
団
体
内
部
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
義
務
を
負
わ
せ
た
く
。

も
ち
ろ
ん

「改
正
布
教
規
則
」

と

「宗
教
団
体
法
」
が
ま

っ
た
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「宗
教
団
体
法
」
の
第
二
三
条

か
ら
第
二
八
条
ま
で
は

《
宗
教
結
社
》

に
関
す
る
条
項
と
し
て
、

第
二
二
条
以
前
を
反
復
し
て
い
る
が
、
「改
正
布
教
規
則
」
第

一

五
条
で
は
、

《
朝
鮮
総
督

ハ
必
要
ア
ル
場
合

二
於
テ

ハ
宗
教
類
似
ノ
団
体
卜
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
木
今
フ
準
用
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
》

と

し
て
、　

一
条
で
ま
と
め
て
し
ま

っ
て
い
る
。

ま
た
、
「宗
教
団
体
法
」
の
第
二
九
条
以
降
は
、

付
則
と
し
て
、

施
行
期
日
や
同
法
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
る
法
令
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。　

さ
ら
に
両
者
の
相
違
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「宗
教
団
体
法
」

に
は
宗
教
団

体
の
権
利
保
護
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、　

主
務
官
庁
の
不
当
処
分
に
対
す
る
技
済
規
定

（第
二
〇
条
）、

宗
教
団
体
の
だ
物
の
差
押
禁
止
規
定

（第
二
一
条
）
、

所
得
税

・
地
租

・
地
方
祝
の
免
税
規
定

（第
二
二
条
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
「改
正
布
教
規
則
」
と

「宗
教
団
体
法
」
は
中
心
と
な
る
部
分
は
同
じ
で
あ
る
が
、
「改
正
布
教
規
則
」
の
ほ
う
に
は
宗
教
団

体
の
権
利
保
護
や
不
当
処
分

へ
の
救
済
規
定
が
無
い
、

と
い
ぅ
こ
と
に
な
る
。

政
府
が

「宗
教
団
体
法
」
の
制
定
を
必
要
と
し
た
理
由
は
、　

表
向
き
は
、　

先
に
引
用
し
た
ょ
ぅ
に
、

谷
本
教
行
政
の
根
本
法
規
を

制
定
し
て
収
雑
な
る
在
来
の
規
定
を
整

へ
》
た
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
本
音
は
、

三
八
年

一
一
月
の

「宗
教
制
度
調
査

会
」

の
席
上
で
の
荒
木
文
相
の
挨
拶
に
は
し
な
く
も
表
さ
れ
て
い
る
。

《
現
下
非
常
時
局
に
対
処
致
し
ま
し
て
、　

国
の
総
力
を
挙
げ

て
帝
国
所
期
の
目
的
達
成
に
追
進
せ
ん
が
為

に
は
、

何
よ
り
も
先
づ
共
の
根
本
に
於
き
ま
し
て
国
民
精
神
の
振
作
更
張
を
必
要
と
す

る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

宗
教
団
体
の
教
化
活
動
は
此
の
意
味
に
於
き
ま
し
て
今
や

一
層
亜
大
な
る
意
義
を
有
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

即
ち
宗
教
家
の
活
動
を
し
て
此
の
国
家
の
期
待
に
副
は
し
め
又
今
日
の
社
会
情
勢
に
適
合
せ
し
む
る
為
に
は
、

宗
教
団
体

に
関
す
る
根
本
法
規
を
整
備
致
し
ま
し
て
其
の
健
全
な
る
発
達
を
期
す
る
こ
と
が
最
も
緊
要
な
る
こ
と
で
あ
る
と
思
考
致
す
の
で
あ

り
ま
す
》
。
「非
常
時
」
だ
か
ら

「宗
教
家
の
活
動
」
を

「国
家
の
期
待
」
に
副
わ
し
め
た
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
宗

教
統
制
法
規
の
モ
デ
ル
と
し
て
、

朝
鮮
人
の

「皇
民
化
」
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た

「改
正
布
教
規
則
」
が
選
ば
れ
た
の
は

当
然
で
あ

っ
た
と
い
え
ょ
う
。

さ
て
、

露
骨
な
国
家
の
介
入
が
予
想
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

宗
教
界
か
ら
の
反
対
も
な
く

「宗
教
団
体
法
」
が
や
す
や
す
と

議
会
を
通
過
し
た
の
は
、

に
前
に
起
き
て
い
た

一
連
の
宗
教
弾
圧
事
件
が
影
を
落
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、

と
論
者
は
考
え
る
。

三
五
年
の
第
二
次
大
本
教
事
件
に
よ

っ
て
幕
が
き

っ
て
お
と
さ
れ
た

「類
似
宗
教
」
弾
圧
の
嵐
は
、

翌
年
の
天
津
教
事
件
、

さ
ら
に

三
七
年
の
ひ
と
の
み
ち
教
団
事
件
や
新
興
仏
教
青
年
同
盟
事
件
、

三
八
年
の
第
二
次
天
型
本
道
事
件

へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。

こ
れ

ら
不
敬
罪

・
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
に
基
づ
く
新
興
宗
教
弾
圧
事
件
に
よ

っ
て
、

《
類
似
宗
教
団
体
は
勿
論
、　

大
小
の
公
認
宗
教
諸

団
体
に
あ
り
て
も
等
し
く
自
教
回
の
教
義
教
理
乃
至
其
の
布
教
手
段
等
に
就
て
自
ら
再
枚
討
を
加

へ
、

英
の
是
正
を
図
ら
ん
と
す
る
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気
運
》
が
醸
成
さ
れ
た
、　

と
内
務
省
警
保
局
の
内
部
資
料

（
一二
ハ年
）
は
述
べ
て
い
る
。　

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
公
認
宗
教
団
体

に
よ
る
国
家
権
力

へ
の
迫
従
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

こ
う
し
た
弾
圧
の
結
果
、

と
り
わ
け

「宗
教
団
体
法
」
が
成
立
し
て
か
ら
は
、

宗
教
界
か
ら
の
抵
抗
は
少
な
く
と
も
組
織
的
に
は

見
ら
れ
な
く
な
る
。

文
部
省
が
管
長

・
教
団
統
理
者
や
、

宗
規

・
教
規
を
衛
単
に
は
認
可
し
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
宗
教
団
体
の
合
同

が
進
み
、

四

一
年
三
月
に
は
従
来
の
五
六
派
か
ら
二
八
派
に
半
減
し
た
仏
教
宗
派
に
よ

っ
て

「財
団
法
人
大
日
本
仏
教
会
」
が
結
成

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
会
も
合
同
の
過
程
で
政
府
の
影
響
力
が
強
ま
り

「朝
鮮
仏
教
中
央
教
務
院
」
と
同
様
の
御
用
団
体
に
な

っ
て
し

ま

っ
た
の
で
あ
る
。

同
年
六
月
に
は
大
政
業
賛
会
と
文
部
省
が
後
援
し
た
御
用
団
体
で
あ
る
大
口
木
宗
教
報
円
会
を
中
心
に

「第

一

回
宗
教
報
国
大
会
」
が
催
さ
れ
た
。

そ
し
て
、　

〓

一月
の
大
平
洋
戦
争
効
発
以
降
は
、

戦
局
の
推
移
に
伴
い
、

宗
教
界
は
戦
時
布
教

方
針
を
た
て
て
宗
教
報
国
活
動
に
遇
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

本
論
は
、

ま
ず
朝
鮮
総
督
府
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
概
説
し
、

さ
ら
に

「改
正
布
教
規
則
」
と

「宗
教
団
体
法
」
と
を
比
較
し
て
、

朝
鮮
の
政
策
が
内
地
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
内
地
の
宗
教
団
体
の
弱
体
化
を
可
能
と
し
た
の
は
、

朝
鮮
内
で
長
年

つ
ち
か

っ
て
き
た
宗
教
統
制
の
方
法
な
の

で
あ

っ
た
。

「
政
治

二
関
ス
ル
犯
罪
処
罰
ノ
件
」

に
よ

っ
て
多
く
の
場
合
宗
教
家
で
も
あ

っ
た
独
立
運
動
家
た
ち
を
弾
圧
す
る

一
方

で
、

宗
教
を

「保
護
」
す
る

「改
正
布
教
規
則
」

に
よ

っ
て
不
穏
な
情
勢
を
未
然
に
防
い
だ
の
と
同
じ
方
法
が
、

約
二
〇
年
後
、

「治
安
維
持
法
」
で
左
妥
運
動
や
類
似
宗
教
を
弾
圧
し
な
が
ら
、　

一
方
で

「宗
教
団
体
法
」

に
よ

っ
て
宗
教
団
体
を

「御
用
化
」
す

る
の
に
応
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

国
家
は
朝
鮮
統
治
に
あ
た

っ
て

「内
地
延
長
主
義
」
と
い
う
欺
陥
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
採
用
し

た
が
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
宗
教
政
策
は
、

か
え

っ
て

「『
朝
鮮
』
延
長
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
朝
鮮
が
内
地
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
は
宗
教
政
策
ば
か
り
で
は
な
く
、

沿
安
立
法
や
国
家
総
動
員
体
制
の
成
立
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
二
五
年
成
立
の

「治
安
維
持
法
」
の
先
駆
が

「
政
治

二
関
ス
ル
犯
罪
処

罰
ノ
件
」
で
あ

っ
た
こ
と
は
す
で
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
臨
）

ま
た
総
動
具
体
制
を
築
く
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た

「
興
亜
奉
公
日
」
舎
一九
年
九
月
）
の
先
駆
は
朝
鮮
の

「愛
回
日
」
舎
一七
年
九
月
）
に
あ
る
の
で
あ
稗
。　

さ
ら
に

「隣
組
」

の
組

織
化
が
四
０
年
九
月
な
の
に
対
し
て
、

朝
鮮
で
は

「愛
国
班
」
に
よ
っ
て
三
九
年
六
月
末
に
は
す
で
に
ほ
ぼ
全
部
の
家
庭
が
統
率
さ

れ
て
い
商
】

つ
ま
り
国
家
総
動
員
体
制
の
前
芽
は
、

植
民
地
で
あ
る
朝
鮮
の
ほ
う
が
内
地
ょ
り
も
早
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

現
役
の
陸
海
軍
大
将
で
あ
る
総
督
が
、

勅
令
や
制
令
と
い

っ
た
う
む
を
い
わ
さ
娘
命
令
で
支
配
を
行

っ
た
朝
鮮
は
、

併
合
さ
れ
た

瞬
問
か
ら
い
わ
ば
軍
部
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
体
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

内
地
で
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
花
開
い
て
い
た
時

期
に
も
そ
れ
に
変
化
は
な
か

っ
た
。　

そ
し
て

一
九
三
〇
年
代
に
内
地
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
台
頭
し
た
と
き
、　

国
家
に
よ
る
日
本
人
の

「
さ
ら
な
る
皇
民
化
」
の
た
め
の
身
近
な
モ
デ
ル
と
し
て
、

植
民
地
下
朝
鮮
の

「皇
民
化
」
政
策
が
参
考
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）

本
論
に
お
い
て

「宗
教
」
と
は
、

教
派
神
道
・
仏
教

・
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
国
家
神
道
を
さ
す
。

朝
鮮
統
治
時
代
を
通
じ
て
日
本
政
府
の
公

式
見
解
は

「
国
家
神
道
は
宗
教
に
非
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

論
者
は
国
家
神
道
は
宗
教
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

本
来
な
ら
ば
天

道
教
そ
の
他
の
類
似
宗
教
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

資
料
的
制
約
に
よ
っ
て
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
。

（
２
）

岩
波
書
店

『世
界
』
三
二
七
号

（
七
三
年
二
月
）
一
八
七
頁
。

（
３
）

東
京
大
学
出
版
会
刊

（
七
八
年
二
月
）
四
〇
六
頁
。

（
４
）

京
都
大
学

『人
文
学
報
』
三
四
号

（
七
二
年
三
月
）。

（
５
）

日
本
基
督
教
団
出
版
局
刊

（
八
五
年
六
月
》。

（
６
）

未
来
社
刊

（
八
八
年
一
一
月
）。

（
７
）

狭
義
に
は
一
五
年
戦
争
当
時
の

「皇
国
臣
民
」
化
政
策
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
支
配
の
全
時
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た

「融
和
」
政
策
一
般

の
意
味
で
用
い
る
。

一                      基
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の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

（
１１
）

徳
富
蘇
降
柄

『索
空
山
県
公
伝
」
山
県
公
ぷ
伝
記
編
察
会
発
行

（
二
九
年
九
月
）
二
九
五
京
。

没
後
問
も
な
く
柿
ま
れ
た
ヽ

峰
は
山
県
の
同
僚
に
綿
化
な
取
材
を
行

っ
て
お
り
、

史
＝
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
・２
）

武
部
飲

一
「寺
利
令
の
発
布
と
共
の
運
用
に
就
い
て
」
朝
鮮
総
督
府
編

『朝
鮮
』

一
九
二
号

（
三
一
年
五
月
）
六
頁
。

（
・３
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』
六
九
夏
。

（
・４
）

「寺
刑
令
の
発
布
と
共
の
運
用
に
就
い
て
」
前
掲
書
七
頁
。
こ
の
表
現
が
当
局
の
抑
圧
を
晴
示
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
・５
）

前
描

『朝
鮮
』

一
九
二
号
七
！
八
頁
の
記
述
に
基
づ
く
。

（
・６
》

施
設
と
し
て
の

「基
脊
教
会
堂
」

に
つ
い
て
は
司
法
次
官
通
牒

「基
宮
教
会
堂
敷
地
ノ
登
録
ノ
件
」
全

九
〇
五
年
二
月
》
が
あ
る
。

文
部

名
宗
教
局
編

『宗
教
法
規
』
合
〓
一年
五
月
）
三
二
〇
Ｈ
参
照
。

（
・７
）

『
昭
和
五
年
朝
鮮
総
督
府
続
計
年
報
』
舎
〓
一年
二
月
）
六
六
〇
頁
の
一
九

一
五
年
の
教
徒
枚
約
二
六
万
七
千
人
を
人
日
千
六
百
万
人
で
除
し

て
換
算
。

（
・８
）

総
督
府
庶
務
部
一締

『朝
鮮
の
独
立
思
想
及
運
動
』
合
一四
年

一
一
月
）
二
九
頁
。

（
・９
）

こ
の
法
令
が
植
民
地
支
配
に
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ほ
ぼ
同
文
の

「布
教
規
則
」
が
、　

後
に
樺
大
庁
管
内
に
制
定
さ
れ
た

（
一
九
二
〇

年

・
庁
令
第
五
①
号
）
こ
と
か
ら
も
分
る
。

（
釣
）

『芸
空
山
県
公
伝
』
二
九
七
頁
。

（
蝕
）

弓珠
空
山
県
公
伝
』
二
九
へ
頁
。

（
２
）

司
昭
和
五
年
朝
鮮
総
哲
府
統
計
年
報
』
六
五
六
京
。

（
第
）

『素
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
頁
。

（
２４
）

『素
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
夏
。

（
算
）

『
昭
和
五
年
朝
鮮
総
告
府
統
計
年
報
』
六
五
六
京
。

（
２６
）

『素
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
頁
。

（
２７
）

も
と
よ
り

「朝
鮮
を
内
地
と
平
年
に
及
う
」
と
い
う
日
木
政
府
の
軟
船
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
が
、

太
論
で
は
日
本
の
制
度
を
移
植
す
る
意

で
用
す
る
。

（
２８
》

独
立
ｉ
言
書
に
署
名
し
た
三
二
名
の
う
ち
宗
教
指
導
者
は
、

天
道
抜

一
五
有
、

キ
リ
ス
ト
教

一
六
名
、

仏
教
二
名
で
あ

っ
た
。

（
２９
）

同
制
今
第

一
条
。

罰
則
は

《
十
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
禁
凹
》
で
あ

っ
た
。

（
３０
）

『
大
正
十
年
期
作
総
督
府
統
計
年
報
』
よ
り
換
算
。

な
お

「保
女
法
」
は
、　

旧
球
国
の
法
律
で
、　

併
合
後
も
有
力
と
さ
れ
た
治
安
法
規
で
あ

っ
た
。

品
則
は
最
高
二
年
以
下
の
微
役
と

「
政
治

二
関
ス
ル
犯
罪
処
罰
ノ
件
」
よ
り
は
る
か
に
眠
い
。

（
３．
》

国
立
国
会
因
書
館
憲
政
資
料
電
蔽
。

（
３２
）

『
日
木
の
朝
鮮
支
配
政
策
史
研
究
』
四
〇
六
頁
。

（
３３
》

「手
利
令
の
発
布
と
共
の
運
用
に
就
い
て
」
前
拒
苦
七
頁
。

（
３≡‐
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
生
宗
故
政
策
』
で
は

「
二
七
〇
０
名
」
と
な

っ
て
い
る
。

同
時
代
の
資
料
で
あ
る
注
（
発
）
の
数
年
を
採
る
。

（
３５
）

朝
鮮
総
寄
府
編

『施
政
三
十
年
史
』
（
四
〇
年
九
月
）
二
〇
九
京
。

（
３６
）

以
下
の
組
合
教
会
に
関
す
る
記
述
は

「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
朝
鮮
布
教
」
今
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』
所
収
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
３７
》

渡
頼
常
古

『「朝
鮮
教
化
の
急
務
』
公

四
年
）

一
一
頁
Ｕ

（
３８
）

『朝
鮮
総
督
府
施
政
年
報
大
正
十
年
』
合
三

年
三
月
し

一
八
①
貢
。

（
抑
）

総
各
府
学
務
局
編

『朝
鮮

二
於
ケ
ル
宗
教
ｋ
教
祀

一
覧
』
合
一七
年

一
二
月
）
九
〇
正
。

（
４０
）

総
督
府
編

『朝
鮮
に
於
け
る
新
施
政
』
０
一〇
年
八
月
）
四
〇
頁
。

（
４．
）

一
九
二
〇
年
で
も
全
参
拝
者
教
三
八
六
八
〇
七
人
中
八
三
％
は
内
地
人
で
あ

っ
た
。
『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
七
八
頁
。

（
４２
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
八
〇
頁
。

（
４３
）

村
上
正
良

『
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
刊

（
七
〇
年

一
一
月
）
二
〇

一
頁
。

（
４４
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
八
〓
頁
。

（
４５
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
党
』

一
七
八
京
。

（
４６
）

「施
政
三
十
年
史
』
へ
三
一
頁
。

（
４７
）

政
府
解
説
察
報

『宗
教
団
体
法
解
説
』
中
央
社
刊

（
三
九
年
六
月
）

一
二
頁
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

（
４８
）

総
督
府
学
務
局
編

『朝
鮮
の
統
治
と
基
奮
教
』
合
一〇
年
八
月
）
七
頁
。

―  ~



朝鮮総答府の水教政策

（
８
〕

徐
述
の

一
日
本
純
台
教
よ
」
や

「胡
年
生
故
中
央
故
材
院
」
力、
支
配
へ
積
極
的
に
協
力
し
た
こ
と
。

（
９
》

伊
藤
博
文
韓
国
統
監
時
代
か
ら
行

っ
て
い
た

「中
央
基
各
青
年
会
」

へ
の
行
年

一
万
円
の
寄
付
を
続
行
し
て
融
和
を
図

っ
て
い
た
。　

　
　
　
　
如

（
ｌｏ
》

官
制
上
各
部
を
給
理
す
る
役
職
で
、

通
例
内
務
官
僚
出
身
者
が
充
て
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

総
４
が
現
役
の
性
れ
軍
大
将
で
あ
る
た
め
、

内
政

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

（
１１
》

徳
ま
蘇
峠
柄

『ネ
空
山
県
公
伝
』
―――
県
公
爵
伝
記
編
薬
会
発
行

（
二
九
年
九
月
）
二
九
五
頁
。

没
後
問
も
な
く
編
ま
れ
た
こ
の
伝
記
で
、

蘇

峰
は
山
県
の
同
僚
に
綿
密
な
取
材
を
行

っ
て
お
り
、

史
料
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
・２
）

武
部
欽

一
「寺
利
令
の
発
布
と
共
の
運
用
に
就
い
て
」
朝
鮮
総
寄
府
編

『朝
鮮
』

一
九
二
号

（
三
一
年
五
月
〕
六
頁
。

（
・３
》

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』
六
九
貫
。

（
・４
）

「寺
利
令
の
発
布
と
共
の
運
用
に
就
い
て
」
前
拍
書
七
頁
。
こ
の
表
現
が
当
局
の
抑
圧
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
応
）

前
掲

『
朝
鮮
』

一
九
二
号
七
２
八
頁
の
記
述
に
基
づ
く
。

（
・６
》

施
設
と
し
て
の

「基
告
教
会
堂
」

に
つ
い
て
は
司
法
次
官
通
牒

「基
肯
教
会
堂
軟
地
ノ
登
録
ノ
件
」
公

九
〇
五
年
二
月
）
が
あ
る
。

文
部

省
宗
教
局
編

『宗
教
法
規
」
合
〓
一年
五
月
）
三
二
〇
及
参
照
。

ハ
・７
〕

『
昭
和
五
年
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
公
〓

一年
二
月
）
大
六
①
頁
の
一
九

一
五
年
の
教
従
教
約
二
六
万
七
千
人
を
人
間
千
六
百
万
人
で
除
し

て
換
算
。

（
‐８
）

総
督
府
庶
務
部
編

「朝
鮮
の
独
立
思
想
及
運
動
』
合
一四
年

一
一
月
）
二
九
頁
。

（
・９
）

こ
の
法
令
が
植
民
地
支
配
に
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ほ
ぼ
同
文
の

「布
教
規
則
」
が
、　

後
に
桂
大
庁
管
内
に
制
定
さ
れ
た

（
一
九
二
〇

年

・
庁
令
第
五
〇
号
）
こ
と
か
ら
も
分
る
。

（
２。
）

『才
空
山
県
公
伝
』
二
九
七
頭
。

Ａ
２．
）

『ネ
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
頁
。

（
２２
）

『
昭
和
五
年
朝
鮮
総
寄
府
統
計
年
報
』
六
五
六
頁
。

（
２３
）

『素
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
頁
。

（
２４
）

『素
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
頭
。

（
２５
》

『
昭
和
五
年
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
六
五
六
京
６

（
２６
）

『素
空
山
県
公
伝
』
二
九
八
頁
。

（
２７
》

も
と
よ
り

「朝
鮮
を
内
地
と
平
年
に
被
う
」
と
い
う
日
本
政
府
の
軟
晰
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
が
、

太
論
で
は
日
本
の
制
度
を
移
植
す
る
意

で
用
て、
る
。

（
郷
）

独
立
生
吉
さ
に
署
名
し
た
二
三
名
の
う
ち
京
教
指
導
者
は
、

天
道
教

一
五
名
、

キ
リ
ス
ト
教

一
六
名
、

仏
教
二
名
で
あ

っ
た
。

（
２９
）

同
制
今
第

一
条
。

罰
則
は

《
十
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
禁
画
》
で
あ
っ
た
。

（
３０
）

『
大
正
十
年
朝
鮮
総
害
府
統
計
年
報
』
よ
り
換
算
。

な
お

「
保
安
法
」
は
、　

旧
韓
四
の
法
律
で
、　

併
合
後
も
有
力
Ｌ
さ
れ
た
治
安
法
規
で
あ

つ
た
。

罰
則
は
最
高
二
年
以
下
の
微
役
と

「
政
治

二
聞
ス
ル
犯
罪
処
罰
ノ
件
」
よ
り
は
る
か
に
碓
い
。

（
３．
》

国
立
国
会
図
書
館
倍
政
資
料
生
成
。

（
３２
》

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
政
策
史
研
究
』
四
〇
六
京
。

（
３３
）

「寺
利
令
の
発
布
と
共
の
運
用
に
就
い
て
」
前
描
書
七
頁
。

（
３４
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』
で
は

「
二
七
〇
〇
名
」
と
な
っ
て
い
る
。

同
時
代
の
資
料
で
あ
る
ま
（
３３
）
の
な
年
を
採
る
。

（
３５
）

朝
鮮
総
寄
府
編

『旋
政
三
十
年
史
』
（
四
０
年
九
月
）
二
〇
九
夏
。

（
３６
》

以
下
の
組
合
故
会
に
関
す
る
記
述
は

「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
朝
鮮
布
故
」
合
日
本
の
朝
鮮
支
阻
と
宗
教
政
策
』
所
収
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
イ
）

渡
瀬
常
古

『‐制
作
教
化
の
急
務
』
公

四
年
）

一
一
頁
。

（
３８
）

『朝
鮮
総
督
府
施
政
年
報
大
正
十
年
』
合
二

年
二
月
》

一
八
〇
貢
。

（
３９
）

総
督
府
学
務
局
編

『朝
鮮

二
於
ケ
ル
宗
教
及
教
祀

一
覧
』
合
一七
年

一
二
月
）
九
〇
京
３

（
４０
）

総
督
府
一締

司朝
鮮
に
於
け
る
新
施
政
』
合
一〇
年
八
月
）
回
○
頭
。

（
４．
》

一
九
三
〇
年
で
も
全
参
拝
者
汝
三
八
六
八
〇
七
人
中
八
三
％
は
内
地
人
で
あ

っ
た
。
『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
七
八
頁
。

（
宅
》

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
八
〇
頁
。

（
４３
》

村
上
亜
良

『国
家
神
道
』
岩
波
書
店
刊

（
七
〇
年

一
一
月
）
二
〇

一
頁
。

（
４４
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
八
三
頁
。

（
４５
）

『
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』

一
七
八
頁
。

（
４６
）

『
施
政
三
十
年
史
』
八
三
一
頁
。

（
４７
）

政
府
解
説
案
韓

『宗
教
団
体
法
解
説
』
中
央
社
刊

（
三
九
年
六
月
）

一
二
頁
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如

（
４８
）

総
督
府
学
務
局
編

『朝
鮮
の
統
治
と
基
督
教
』
公
一〇
年
八
月
）
七
夏
。

―
  _



56 55 54 53 52 51 50 49

（
八
五
年
八
月
）
二
六
四
頁
。

（
５７
）

『施
政
三
十
年
史
』
八
三
〇
頁
。

一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
文
部
大
臣
の
諮
問
機
関
で
宗
教

・
学
界
関
係
者
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

文
化
庁
編

『明
治
以
降
宗
教
制
度
百
年
史
』
（
七
〇
年
三
月
）
二
〇
二
頁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盟

『宗
教
団
体
法
解
説
』
九
九
頁
。

『宗
教
団
体
法
解
説
』
九
九
！

一
〇
〇
頁
。

衆
議
院
調
査
部
編

「衆
議
院
公
報
付
録
、

調
査
資
料
第
二
十
七
輯

・
宗
教
団
体
法
調
査
資
料
」
舎
一九
年
二
月
）
二
頁
。

内
務
省
警
保
局

『社
会
運
動
の
状
況
』
（
三
六
年
）

一
六
〇
八
頁
。

松
尾
洋

『
治
安
維
持
法
と
特
高
警
祭
』
教
育
社
刊

（
七
九
年
四
月
）
六
三
頁
。

須
崎
慎

一
「
ア
ジ
ア
の
中
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
」
歴
史
学
研
究
会

。
日
本
史
研
究
会
編

『講
座
日
本
歴
史
的
　
近
代
４
』
東
大
出
版
会
刊

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｌ


